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社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
は
、
す
べ
て
の
国
民

が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い

安
全
・
安
心
な
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国

的
な
運
動
で
す
。
本
年
で
70
回
目
を
迎
え
、
７
月

を
強
調
月
間
と
し
て
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

行
動
目
標

①
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心
な
地
域
社
会

を
築
く
た
め
の
取
り
組
み
を
進
め
よ
う

②
犯
罪
や
非
行
を
し
た
人
た
ち
の
立
ち
直
り
を
支

え
よ
う

趣
旨　

安
全
で
安
心
な
暮
ら
し
は
す
べ
て
の
人
の

望
み
で
す
。
犯
罪
や
非
行
を
な
く
す
た
め
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
取
り
締
ま
り

を
強
化
し
て
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
人
を
処
罰

す
る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
立
ち
直
ろ
う

と
決
意
し
た
人
を
社
会
で
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と

や
、
犯
罪
や
非
行
を
す
る
人
を
生
み
出
さ
な
い
家

庭
や
地
域
づ
く
り
を
す
る
こ
と
も
、
と
て
も
大
切

な
こ
と
で
す
。

・
犯
罪
や
非
行
を
す
る
人
が
い
な
い
社
会
を
つ
く

る
。

・
あ
や
ま
ち
か
ら
の
立
ち
直
り
を
支
え
て
い
け
る

社
会
を
つ
く
る
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
一
部
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、

地
域
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
関
わ
っ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

本
年
も
、
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
を
通
じ
、

多
く
の
方
々
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、

犯
罪
や
非
行
の
抑
止
を
図
る
と
と
も
に
、
犯
罪
を

し
た
人
や
非
行
の
あ
る
少
年
の
立
ち
直
り
を
支

え
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く

り
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

池
田
町
で
の
取
り
組
み

　

岐
阜
県
で
は
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
対
策
の
た

め
、
期
間
中
の
街
頭
活
動
・
学
校
訪
問
は
行
い
ま

せ
ん
。
町
長
を
始
め
各
種
団
体
に
よ
る
『
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
実
施
委
員
会
』
を
組
織
し
、
懸

垂
幕
・
の
ぼ
り
旗
を
設
置
す
る
に
と
ど
め
ま
す
。

　

期
間
中
は
標
語
に
て
関
係
団
体
な
ど
が
『
社
会

を
明
る
く
す
る
運
動
』
を
皆
さ
ん
に
呼
び
か
け
ま

す
。

呼
び
か
け
標
語

・
非
行
や
犯
罪
を
な
く
す
。

・
交
通
事
故
を
な
く
す
。

・
町
を
き
れ
い
に
す
る
。

子
ど
も
た
ち
に
は

　

各
小
学
校
六
年
生
全
員
に
、
更
生
保
護
女
性
会

の
み
な
さ
ん
が
作
成
し
た
標
語
入
り
の
「
し
お
り
」

を
贈
り
、
お
話
を
し
ま
す
。

〈
実
施
委
員
会
参
加
団
体
〉

　

池
田
町
、
町
議
会
、
区
長
連
合
会
、
民
生
児
童

委
員
協
議
会
、
青
少
年
育
成
推
進
委
員
会
、
少
年

補
導
委
員
会
、
人
権
擁
護
委
員
会
、
小
中
学
校
長

会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
、
薬
剤
師
会
、
池
田
交
番
、

保
護
司
会
、
更
生
保
護
女
性
会

　

池
田
町
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
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仕
員
養
成
講
座
（
前
期
編
）
開
講
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お
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せ

　

手
話
は
、「
手
や
身
体
・
表
情
」
で
表
し
、「
目
」
で
見
て
理
解
す
る
言
葉
で
す
。

　

こ
の
講
座
で
は
、
手
話
で
伝
え
合
う
楽
し
さ
を
知
り
、
地
域
の
ろ
う
者
と
手
話

で
日
常
会
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

日
時

　

令
和
２
年
８
月
20
日（
木
）
～
令
和
３
年
３
月
11
日（
木
）
ま
で（
全
26
回
）

毎
週
木
曜
日
午
後
７
時
～
９
時（
１
回
約
２
時
間
の
講
習
）

場
所
　
池
田
町
中
央
公
民
館　

２
・
３
研
修
室

　
　
　
（
当
日
の
開
館
状
況
に
よ
っ
て
は
変
更
が
あ
り
ま
す
）

対
象
者　

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤（
18
歳
以
上
）
で
継
続
し
て
受
講
可
能
な
方

　
　
　
　
（
た
だ
し
、
手
話
学
習
経
験
の
な
い
方
に
限
る
）

内
容

　

簡
単
な
手
話
表
現
の
習
得
か
ら
、
自
己
紹
介
や
日
常
会
話
ま
で
を
学
び
ま
す
。

そ
の
他　

同
講
座（
前
期
編
）
全
26
回
の
う
ち
21
回
以
上
受
講
さ
れ
た
方
に
は
、
受

講
証
明
書
を
発
行
し
ま
す
。
な
お
、
次
年
度
開
講
予
定
の
同
講
座（
後
期
編
）
を

規
定
回
数
以
上
受
講
さ
れ
ま
す
と
修
了
証
を
発
行
し
ま
す
。

定
員　

30
人（
揖
斐
川
町
、
大
野
町
の
受
講
者
と
一
緒
に
学
び
ま
す
）

費
用

　

受
講
料
は
無
料
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
代
を
ご
負
担
く
だ
さ
い
。（
３
，
３
０
０
円
）

申
し
込
み
方
法　

往
復
は
が
き
に　

①
講
座
名（
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座（
前
期

編
））　

②
郵
便
番
号　

③
住
所　

④
氏
名（
ふ
り
が
な
）　

⑤
年
齢　

⑥
電
話

番
号
を
明
記
し
、
一
般
社
団
法
人　

岐
阜
県
聴
覚
障
害
者
協
会（
〒
５
０
０

－

８
３
８
４　

岐
阜
市
薮
田

南
５

－

14

－

53　

Ｏ
Ｋ
Ｂ

ふ
れ
あ
い
会

館
６
階
）
へ

郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
8

月
10
日（
月
・

祝
）
必
着
と

し
ま
す
。

【往復はがきの記載方法】
（「池田 町子さん」が受講を希望する場合） 

（往信の宛名面）  （返信の文面）      

 

〒５００－８３８４ 

岐阜市藪田南５－１４－５３ 

OKB ふれあい会館　６階 

 

一般社団法人 

岐阜県聴覚障害者協会 御中 

 

※白紙のまま発送します。 

 

 

 

（返信の宛名面）  （往信の文面）

 

〒５０３－２４９２ 

揖斐郡池田町六之井 

１４６８－１ 

 

 

池 田  町 子 宛 

 

 

 

① 池田町手話奉仕員養成講座

（前期編） 

② ５０３－２４９２ 

③ 揖斐郡池田町六之井 

１４６８－１ 

④ 池田 町子（いけだ まちこ）

⑤ 年齢 ３２歳 

⑥ ０５８５（４５）３１１１ 

↑受講を希望される方の情報を、返信の宛名面、往信の文面
　に記入します。   


